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第 12 回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 イノベーション小委員会 

議事録 

 

■ 日時：令和 8 年 3 月 19 日（木）12 時 00 分～14 時 00 分 

■ 場所：経済産業省本館 17 階 国際会議室及び Teams  

■ 出席者：染谷委員長、杉村委員、土居委員、波多野委員、鮫嶋委員、澤田委員、経産

省 大野特別顧問、産総研 片岡理事、AIST 益センター長、COCN 斉藤実行委員長、経団連 

小川本部長、内閣府 上山内閣府本府参与、全銀協 内藤部長、安保局 中西審議官、内閣

官房 早田審議官、文科省 西條局長 松浦審議官 井上総括官、防衛装備庁 嶺部長、内閣

府 原審議官（代理）、外務省 花田参事官（代理） 

（オンライン）新経連 嶋田主幹（代理）、NEDO 田中経営企画部長（代理）、日本 VC 協会 

田島会長、NITE 梅原理事長  

■ 議題 

1. 「新技術立国」の検討 

2. その他 

 

 

○染谷委員長  それでは、定刻となりましたので、第12回イノベーション小委員会を開

催します。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがと

うございます。 

 早速ですが、議事を進行してまいります。今回の小委員会では、新技術立国の検討のほ

か、契約学科制度の要件等について取り上げていただくこととしております。 

 開会に当たりまして、菊川局長より御挨拶いただければと思います。菊川局長、お願い

いたします。 

○菊川イノベーション・環境局長  皆さん、こんにちは。今日は本当に多忙な年度末に

近いタイミングで、皆さんの御意見を拝聴するということになっておりまして反省してお

りますが、ぜひ、その分忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 

 総理と赤澤大臣、我々の上司も今ちょうどアメリカに行っておりまして、これから、い

ろんな議論がされると思います。そして、中東情勢、御案内のとおりでございますが、経
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産省挙げて、政府挙げてですけれども、とにかく万全を期していく。サプライチェーンの

ところも含めて、日本もそうですけれども、アジア諸国についても、非常にいろいろと状

況あると思いますので、そこはかなりきめ細かく我々見ながら対処しておりますので、ぜ

ひ冷静に対応していただければと思いますし、我々もそのための万全な対策をしていくと

いうことを省、政府を挙げてやっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は非常に盛りだくさんですので、私、これぐらいにさせていただいて、皆様の御意

見、拝聴いたします。ありがとうございました。 

○染谷委員長  菊川局長、ありがとうございました。 

 それでは、事務局から委員の出欠などをお願いいたします。 

○武田イノベーション政策課長  本日は、対面及びオンラインでのハイブリッド開催と

なっています。会議の一般傍聴については、YouTubeにて会議の模様をライブ配信するこ

ととしております。 

 本日は会場にて、染谷委員長のほか、澤田委員、杉村委員、土居委員、波多野委員、途

中退席となりますが、鮫嶋委員に御参加いただいております。オンラインでは、遠藤委員

が御参加となります。 

 加えて、本日も、関係省庁として、防衛装備庁嶺技術戦略部長、内閣府科学技術・イノ

ベーション推進事務局原審議官、外務省花田経済局参事官、文部科学省からは西條科学技

術・学術政策局長、井上科学技術・学術総括官、松浦大臣官房審議官、内閣官房国家安全

保障局早田内閣審議官・内閣府官房審議官にお越しいただいております。 

 その他、オブザーバーとして各経済団体等の方々に御参加いただいております。 

 皆様、御参加いただきましてありがとうございます。 

 次に配付資料の確認をお願いいたします。 

 本日は、資料１～資料４－５までに加え、参考資料を御用意しております。不足する資

料があれば、事務局までお知らせください。 

 オンライン参加の方々におかれましては、会議中、もし接続等に不具合などございまし

たら、チャットなどを用いてお知らせください。 

 また、本日の審議について、会議資料や会議終了後の議事要旨等は経済産業省のＨＰに

掲載することとしております。 

 また、会場にて御発言時には名札を立ててお知らせいただきますよう、よろしくお願い

いたします。 



- 3 - 

 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございました。それでは、議事次第に沿って進めてまいりま

す。 

 まずは、議題１「新技術立国の検討」の説明をお願いします。初めに、菊川局長より全

体の御説明をいただいた後、関係省庁の幹部の皆様からも順に御説明いただく形でお願い

します。 

 なお、西條局長は所用により、この後一時的に退出されますので、資料番号が前後いた

しますが、菊川局長の資料３の御説明の後、続けて西條局長から資料４－４の御説明をい

ただければと思います。 

 ではまず、菊川局長より、資料３の説明をお願いします。 

○菊川イノベーション・環境局長  資料３をおめくりいただければと思います。２分程

度で御説明いたします。 

 ２ページでございますが、前回小委員会をさせていただきましたときの皆様の御意見、

整理したものがそこでございます。一つ一つは申し上げませんけれども、それぞれの課題

につきまして、全体、スタートアップ、防衛調達含む調達、そして技術シーズの社会実装、

そして大学群の話、そして外交、こういったところについて御意見を今のようにいただい

ているところでございます。 

 ３ページ目でございますが、我々政府の中で、私どもが総理からどういう指示を受けて

いるかということを改めてリマインド申し上げたいと思います。昨年の11月28日に総合科

学技術・イノベーション会議におきまして総理の発言でございますが、具体的にはという

ことで、研究開発、技術シーズ、徹底して社会実装しろということが１点。2点目、恐ら

くこれは社会実装するときのマーケットをつくるという観点もあると思いますが、防衛調

達をはじめとする官公庁が率先した調達によってマーケットをつくるということ。そして、

規制・規格、これは国際標準でありましたり国内の規格等々あると思いますけれども、そ

れを通じた新たな需要創出拡大策を検討せよというのが指示になってございます。 

 その上で、年明け、選挙後、２月２０日、高市総理の演説の中で、そこに書かれており

ますような社会実装の実現を重視しながら、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、

研究開発、産学連携、国際標準化、防衛調達を含む官公庁による調達、規制・制度改革、

こういった供給、需要の両面にアプローチする多角的な観点から支援策を講じるというこ

となので、これの具体的な内容を皆様につくり上げていただきたいということでございま
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す。 

 その中でも、この後、西條局長からあると思いますが、科学技術力の基盤をどう強めて

いくか、そのための大学改革を進めるとともに、科学技術の基盤強化、国際的な地位を達

成する新技術立国ということになってございますので、それを一つの全体像として示しま

したのが４ページ目でございます。まさに技術で勝ってビジネスでも勝つということの中

で、論点①調達、論点②スタートアップのとりわけファイナンス、そして③研究開発、技

術シーズ、そして論点④イノベーションの中核となる大学群、そして論点⑤外交、この５

つが大きな論点かなと感じております。 

 本日皆様に御議論いただきたいのは５ページ目でございまして、引き続き、この新技術

立国、もちろん総理からのいろいろ指示は出ておりますが、ぜひそれを膨らませていく上

で大事な論点について全体的な意見を言っていただきたいということと、今日幾つか各省

からも御協力いただいて政策の方向性が出てまいりますが、それに対する御意見、そして、

具体的に実行していくに当たって考慮すべき点、これらについて御意見いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続けて、西條局長より、資料４－４の御説明を

お願いします。 

○西條文部科学省科学技術・学術政策局局長  どうもありがとうございます。ちょっと

順番をずらしての御説明で申し訳ありません。文部科学省科学技術・学術政策局長の西條

でございます。 

 私のほうからは、資料４－４に沿いまして、「高い研究力を持つイノベーションの中核

となる大学群の形成」に関して御説明させていただきたいと思います。 

 ３ページ目を御覧ください。先ほど菊川局長のほうから御説明ありました新技術立国の

実現に向けた５つの論点、こちらのうち論点④、赤で囲ったところでございますが、こち

らについて御説明したいと思います。まさにイノベーションを通じた強い経済の実現のた

め、その基盤となる我が国の成長につながるイノベーション創出の中核となる高い研究力

を持つ大学群の形成、これを目指すものでございます。 

 ４ページ目を御覧ください。初めに我が国の研究大学群の現状についてちょっと御説明

させていただきます。ちょっと細かくて申し訳ありませんが、この表は、科学技術学術政

策研究所が作成いたしました論文数のシェアによるグルーピングでございます。シェアが
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高い順に、第１グループから第４グループまであるという形になっています。文部科学省

では現在10兆円の大学ファンドを活用いたしました国際卓越研究大学、現在、東北大学さ

んに加えまして、先日、東京科学大学さん、こちらは２校目として認定されておりますが、

これと両輪をなす地域中核・特色ある研究大学、Ｊ－ＰＥＡＫＳと呼んでございます。こ

れは表に25校対象としてございますけれども、この２つの施策によりまして、我が国の研

究大学群の形成に向けた取組を開始しているところでございます。 

 その中で、これらの取組によりまして新技術立国の実現に資するためには、大学に所在

する人材の生産性を最大化するとともに、大学に蓄積された研究設備、また、拠点のスト

ックも最大限に活用していくことが必要と認識してございます。これを可能とするために

も、これら研究大学における経営力強化、これも大きな課題だと考えてございます。 

 それでは、文科省における議論の状況について御説明させていただきたいと思います。

ちょっと飛んで６ページ目を御覧ください。こちらは来年度、この４月から新たにスター

トする第７期科学技術・イノベーション基本計画でございますけれども、こちらとの関係

におきましては、次期基本計画の主要な柱の一つといたしまして、我が国の基礎研究力の

抜本的強化を目指した科学の再興が位置づけられております。 

 ７ページ目に移っていただいてもよろしいでしょうか。この具体化に向けまして、前回

も少し御説明しましたが、文科省に設置された有識者会議において議論を行いまして、昨

年11月に提言が取りまとめられております。本提言におきましては、いわゆる科学、基礎

研究力が国の社会経済等の発展に直結する国力の源泉となるとの認識のもとで、科学の再

興によって我が国の将来を切り開くということで、特に次期基本計画中、令和８年度から

の５年間となりますけれども、集中して取り組む事項として、１つは、研究システムの刷

新と官民からの投資の大胆な拡大、これを掲げております。 

 特に研究システムの刷新につきましては、右下の赤枠で囲った部分になりますけれども、

世界をリードする研究大学群等の実現に向けた変革を図るために研究大学群の本格主導拡

大、これを掲げまして、経営マネジメント強化を通じて、グローバルの観点も含めまして

先導的な研究環境の確保を実現する研究大学、これを2030年度までに20大学以上とする、

この目標を提示したところでございます。 

６ページのほうに戻っていただきますと、この議論を踏まえまして間もなく取りまとめ

られる次期基本計画において、下の赤枠で示すように、我が国の成長につながるイノベー

ション創出の中心として世界で存在感を示す研究大学群を形成するよう研究人材育成の抜
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本的強化に向けた支援のあり方について議論の上、必要な取組を行うとされまして、次期

基本計画中にこの先導的な環境を実現する研究大学、これを20以上とする旨の記載がなさ

れているところでございます。 

 ８ページでございますけれども、これを踏まえまして、現在、文部科学省で幾つかの観

点から、この研究大学群の形成に向けた議論を行っているところでございます。 

 １つ目は、科学技術学術審議会における我が国の研究力強化、この観点からの議論でご

ざいます。我が国研究力を高めるために、世界で存在感を示し、研究大学への発展させる

ための新たな支援策、必要な論点について議論を行っております。 

 ２つ目は、産業界との連携強化の観点からの議論でございます。まさに科学とビジネス

の近接化と言える時代に大学がイノベーションハブとしての魅力を高め、産業界の大型投

資、これを国内外から呼び込めるように、我が国の大学が世界で競い成長していく上で必

要な取組を検討するために、ここはまさに経産省さんと協働で勉強会を開催させていただ

いております。特に大学群の必要性及び形成の必要条件について議論させていただいてお

ります。 

 ３つ目、一番下でございますが、人材育成の観点からの議論でございます。日本成長戦

略の横断事項の一つでございます人材育成、これを検討するために、松本文部科学大臣を

中心に、関係省庁の協力を得ながら人材育成分野の検討を進めているところでございます。 

 この中で特に人材育成を行う場としての大学、特に科学技術人材、これを育成する研究

大学のあり方強化についても議論を行っております。 

 ９ページでございますが、これらの議論の中で、研究大学群の実現に向けた新たな支援

について様々な御意見をいただいておりますが、特に新技術立国の実現との関係では、大

学のガバナンス改革、これを前提とした上で、特に赤枠で示すような産業界からの投資を

呼び込むエコシステムの形成、また、地域経済圏との共創・連携の必要性について御指摘

をいただいているところでございます。その新技術立国の核となる高い研究力を持つイノ

ベーションの中核となる大学群、この具体的なイメージございますが、10ページ目を御覧

ください。 

 この10ページの下部の示すように、例えば一番左のＡ大学、ここは大学のある大規模経

済圏と連携いたしまして、日本成長戦略の17の重要戦略分野などを対象として産業クラス

ターを形成し、経済界とともに世界にその存在感を示す大学、また、真ん中のＢ大学は、

特に文理融合を含む融合分野に強みを持つ大学で、社会変革を牽引するリーダー人材を育
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成、また輩出することによって世界を先導する大学、さらには、右側のＣ大学というのは、

国研や他大学等との連携強化により安全保障分野を含む大規模な研究開発、特に国研との

連携におけるオフキャンパスによる研究開発などを中心に役割を果たす大学、また、これ

らの要素を複数持つ大学、こういったものをイメージしてございます。大学のガバナンス

改革とセットで、これらの産業を担う経済圏エコシステムや我が国における重要技術分野

の研究開発、また社会改革を牽引する人材の育成などのコアとして地域経済圏の民間セク

ターや国研、国内外の他大学と協働して、我が国の成長の中心として世界で存在感を示す

研究大学群を形成するように、研究人材育成の抜本的強化に関する検討を進めているとこ

ろでございます。 

 11ページでございますが、そういった意味では、下に示すように、既に取り組んでいる

国際卓越研究大学やＪ－ＰＥＡＫＳ、この右側に加えて、これら、高い研究力を持ち、我

が国の成長の中心として将来的に世界で伍することも期待される研究大学群、これに支援

を行うことで新技術立国の核となる高い研究力を持つイノベーションの中核となる研究大

学群、この形成を目指していくというものでございます。 

 13ページでございますけれども、こちらは文科省における人材育成分野における検討の

方向性を示したものでございます。主に３つの課題として、高校教育改革・高等教育改革、

また、リスキリング・実践的な職業人材育成、また科学技術人材、その他強い経済の基盤

となる人材育成、これについて検討を行っております。 

 この分野では、経産省さんにより示された2040年の就業構造の推計において、将来必要

となる人材のミスマッチが指摘される中で、我が国の強い経済の基盤となる人材の育成に

戦略的に取り組むということで、高校から大学、大学院までを通じた人材育成に関する課

題について検討を進めているところでございます。 

 このうち高い研究力を持つイノベーションの中核となる大学群の形成に関しましては、

赤枠の部分になりますけれども、３つ目の課題、この科学技術人材等の育成の中で、高度

な専門人材の育成の場としての、特に②に示します産業イノベーションを牽引する研究大

学群の形成を目指して、その支援策についてもこちらで検討を進めているというところで

ございます。 

 最後、14ページ、まとめになりますけれども、取組の方向性といたしましては、科学と

ビジネスの近接化が進む中で、基礎研究力、これが国力に直結する中で、科学の再興、す

なわち基礎研究力の強化が新技術立国の実現に資するといった認識のもとで、その核とな
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る高い研究力を持ち、持続可能なイノベーションの中核となる多様な研究大学群をつくっ

ていく。この我が国の研究大学群を拡大して、本格的に主導するために今行われている国

際卓越研究大学制度及びＪ－ＰＥＡＫＳに加えまして、新たなる支援策の充実に取り組む

ことが必要と考えてございます。 

 具体的には、先ほど申し上げたように、経産省さんとも連携しながら、新技術立国の核

となる、産業競争力強化に貢献する大学群を新たに形成いたしまして、これにより既存の

取組と併せて産業イノベーションを牽引する研究大学、この形成に尽力していきたいと考

えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続けて、資料番号戻りまして、菊川局長より、

資料４－１の御説明をお願いします。 

○菊川イノベーション・環境局長  資料４－１にお戻りいただければと思います。経済

産業省の「『新技術立国』の実現に向けた新たな需要の創出」という資料でございます。 

 ２ページ目は、先ほども冒頭に全体像の中で申し上げた需要主導型のイノベーションと

いうことで５本の柱を書いてございます。官公庁調達を通じた需要創出でありましたり、

防衛需要、ここについては、防衛装備庁さんのほうからこの後御説明があるので割愛いた

しますが、その後、その需要に対応するスタートアップへの資金供給をどうするか、そし

てマーケットをつくるという意味で規制や標準をどう入れていくかということでの４．

５．、これは先ほど申し上げたところのポイントでございます。 

 政府の調達で初期市場創造ということですけれども、スタートアップは、最近の政策で、

今、大体３万社ぐらいですかね、かなり増えてきているのですが、いわゆるユニコーンと

呼ばれるような大きな、いわゆるミドルレイターステージに進んでいかないというところ

が一つの大きな悩みとしてございます。 

 それは、初期需要（オフテイク）が得られないことが一つの要因だと思っておりまして、

例えば我々も宇宙の分野なんかについてはいろいろと改善も進んで、ＪＡＸＡでの調達と

かいうのが進んでいるわけですけれども、やはり商用化のところがなかなかうまくお金が

上がってこないというところが悩みでございます。 

 ４ページ目、これはよく皆様御案内のとおり、ＳＰＡＣＥＸであったり、最近だとＰａ

ｌａｎｔｉｒのような、いわゆる宇宙需要や防衛調達のような形で成長しているというと

ころがございます。 
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 我が国、日本ですけれども、５ページ目を見ていただきますと、現行はこのようになっ

てございまして、研究開発支援のところについては、ＳＢＩＲ、スモール・ビジネス・イ

ノベーション・リサーチということで、ＰｏＣから実用化に向けた支援、そして技術実証

までのフェーズ１からフェーズ３までのここについては研究開発の支援というのがあるの

ですが、それを一旦テスト的に使って実証をまさにフィールドでやるようなところの仕組

みがなかなかない。したがって、本格調達にもつながらないということです。 

 最近我々で１つ実例としてやってみたのは、自動運転のバスをこの経産省から国会のほ

うまで運行するものをテスト的に活用してみたというのがありますけれども、これは非常

にまれなケース、したがって、スタートアップも実際これは調達されるのかどうか分から

ない中で、ユーザー側が明確な仕様を示して、初期導入に向けた開発を一緒になって進め

ていく、こういう仕組みが欠けているのではないかと、先ほどのアメリカの例等々と比べ

たときにあるのではないかと思ってございます。 

 もう少し細かく、６ページのところにいきますと、これはスタートアップからいろいろ

とヒアリングしたり、我々も我々の制度を見返した上で、これぐらいの論点があるなと思

っています。例えばですけれども、④で、契約のときに相手方が小さい企業だったりスタ

ートアップだったりすると、契約保証金みたいなものを出せみたいなのがありましたり、

あと、これはよく言われる話で、11番目で、後で渡すことになるので、支払が後ほどと、

納入した後ということなので、どうやってその概算払・前払で早めにキャッシュを渡して

いけるかと、もしくはそれをつなぐような融資が柔軟に対応できるようなことがないのか

と。言い出すとたくさん細かいルール上の対応がございます。 

 その結果、７ページを見ていただきますと、我々、国がスタートアップ等から、中小企

業も含めてですけれども、調達するという目標を立てているのですが、政府全体として、

経産省、我々、言いながら、ぎりぎり達成しているぐらいのレベルでありまして、まだま

だ少ないというところでございます。 

 ８ページはアメリカの例なのでこれはちょっと飛ばしますけれども、ＣＯＴＳのような

形でＮＡＳＡのほうがいろいろとテストしながら、フィードバックしながら回していくと

いうスキームがあるわけでございます。 

 そういう中で、我々、調達の10ページにあるようなＳＢＩＲ制度のその先の出口のとこ

ろについての仕組みを何か制度化することが必要でないかと問題意識を持ってございます。 

 ちょっとテーマ変わりまして11ページでございますが、スタートアップへの資金供給の
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環境ですけれども、これは言うまでもなく、ミドルステージ、レイターステージのお金が

足りていないということになっていまして、右下の表を見ていただくと分かりますとおり、

レイターのところについての、我々、セカンダリーでありましたりグロース市場と言いま

すが、そこについての資金を供給する担い手のところが不足しているので、ここをどう埋

めるかというところがございます。 

 それをイメージ的に書いたのが12ページで、目指すべき方向性ということで、これはア

ーリーからレイターまである種つなぎながら、リードしながらスタートアップを育ててい

くという、アメリカだと、例えばセコイアさんだったり、ＮＥＡだったり、そういった大

型のファンドがあるわけですけれども、そういったことを参考にしながら、ただ、これは

日本でつくろうと思ってもなかなかそのための人材が不足しているということがあります

ので、最初は海外のノウハウを持ってくるところから始めるのかなと思っておりますが、

ここについて何らかの手当てが必要かなと思ってございます。 

 13ページ目でございますけれども、これもちょっと別な話で、規制改革によるマーケッ

トデザインどうするかという非常に大きな意識を持ってございます。 

 13ページより14ページをまず見ていただいたほうがよくて、これは我々何もしてこなか

ったわけではなくて、グレーゾーン解消制度、要するにこれは規制に引っかかるのか引っ

かからないのか、グレーなのでよく分からないので、当たるのか当たらないのか言ってく

れということを確認できる制度でありましたり、新事業特例ということで実際実証をやっ

てもらえるような制度、そして規制のサンドボックス制度ということで、事例もその下に

書いておりますけれども、制度は整っているのですが、３月１６日にあったスタートアッ

プ政策推進の政府の分科会でも、使うに当たっても、スタートアップ側としては、これあ

ると言われても、そんな簡単に使えないということで、これをどのように伴走していくか。 

 これもプロの、我々も例えば弁護士さんとか会計士さんとか、アサインをして、そうい

うチームをつくってサポートしていけるような体制をつくれないかということ。もう制度

があるので、これをうまく使っていくということが大事だろうと思っています。経団連の

ほうからも、イグニッションチームみたいなものをつくってはどうかという提言もいただ

いておりまして、イグニッションチームはもう少し広い概念だと思いますけれども、こう

いった規制のところを対応していくための対応を我々もしていきたいと思ってございます。 

 あと標準でございますけれども、この標準も非常に大事でして、高市政権になってから

国際標準をしっかり取りにいけ、使え、それでビジネスに活用して勝てというメッセージ



- 11 - 

 

がたくさん出てきているのですが、標準の中にも、ＩＳＯやＩＥＣのような国際規格と国

内の標準のＪＩＳ規格等々あるわけですが、海外のマーケットを取っていくためには、や

はり国際標準を取っていくことが必要ということと、国内のＪＩＳ規格を活用した需要喚

起が必要だということと、３つ目ですけれども、その際に認証を取らなければいけないの

ですが、そこが非常に我々として弱い、認証産業が弱いというところなので、こういった

問題意識がございます。 

 幾つかの事例だけ述べておきたいと思いますが、例えば20ページ目を見ていただきます

と、これから今年の夏も暑いと言われていますが、熱中症計であります。熱中症計って結

構品質にばらつきがあって、いろいろと課題になっておりました。我々、ＪＩＳ規格のほ

うでしっかりとしたルールをつくって、ちゃんとＪＩＳに対応しているものは大丈夫でし

て、厚労省にも働きかけまして、厚労省がより事務連絡を全国に出していただきまして、

要は、ちゃんとＪＩＳ規格を使ったもので、正しい熱中症計で温度を計れということでや

っていただいておりまして、これによって多分マーケットも少し作られていくのかなと思

っておりまして、こういったこと含めて標準を使ったマーケット創造をやっていきたいと

思っておりますが、こういった点についてもぜひ御意見をいただければと思います。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続けて、嶺部長より、資料４－２の御説明をお

願いします。 

○嶺防衛装備庁技術戦略部部長  防衛装備庁の嶺でございます。 

 それでは、資料に基づいて説明させていただきます。 

 おめくりいただきまして１枚目です。「現状と課題」ということで書かせていただいて

おります。現状、科学技術の進展、近年加速しております。我が国におきましても、最先

端科学技術を装備体系、装備品の様々なシステム体系に取り込むことが重要と考えており

まして、そういう最先端科学技術を実際研究されている担い手であります国立研究開発法

人、国研、大学等と防衛分野で連携を強化し、最先端科学技術の社会実装の担い手である、

さらにスタートアップの取込みも加速するということで、こちら、左下にありますような

防衛イノベーションを創出可能な研究開発エコシステムの開発を目指していければと考え

ております。 

 次のページ、お願いいたします。このスタートアップの取込みに当たっての課題でござ

います。防衛省からスタートアップに対しまして、今、ニーズを明確、タイムリーに発信
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できていない、また、調達手続に時間がかかる、失敗リスクの負担が企業に偏在している

等々、我々のほうでも調達契約制度上様々な課題が存在しておりまして、加えて、スター

トアップ、技術実証を効果的に行っていくためには、ニーズ元となる自衛隊が協力して、

試用とかフィードバックを行っていくということが必要ではないかと考えておるところで

ございます。 

 次お願いいたします。こうした課題ございまして、今後必要な施策というのを現在我々

検討しておるところで、ずらっと並べておるのですが、１つは、スタートアップ側に期待

する技術分野、これを公表して、我々が期待している、求めている技術分野というものを

示して予見可能性を向上していく。あるいは、今も存在しておりますが、防衛省版のＳＢ

ＩＲ制度の令和８年度からの活用を開始していく。それと、自衛隊部隊が試験的運用とフ

ィードバック、これを短いサイクルで実際改善を行っているようなアジャイル型の調達と

か、あと契約上の課題の解決に資するような柔軟な契約、これに基づくような研究施策と

いうもの、こういうことについても検討しておるところでございます。 

 次ですけれども、加えまして、現在検討中の施策としては、プライム、防衛産業の中で

の大企業ですけれども、実際、大きなシステムというのを防衛の世界でやっている、そう

いうプライムの企業とスタートアップをマッチングさせていく。それと、先ほど経産省さ

んからございましたけれども、我々も伴走支援というものを考えておりまして、またさら

に民間資金の呼び水施策といったような、スタートアップの成長、それと防衛産業へ定着

していただくというようなことの施策も実施していければと考えておりまして、我々とし

ても、スタートアップ、積極的に取組を推進していきたいということで今検討していると

ころでございます。 

 続きまして、もう一つの柱でございますけれども、防衛分野での国研や大学等との連携

強化に向けてということですが、まず、課題が当然のことながらございます。ここに書か

せていただいているように、まず、防衛装備庁のほうでも最先端科学技術に対する支援が

まだまだ不十分であるということでございます。安全保障技術研究推進制度などで最先端

の技術を取り込もうというところもあるのですけれども、まだ不十分だと考えております。 

 あと、防衛ニーズと最先端科学技術双方が分かるというその人材の育成も、正直、不十

分なところがございます。というのも、例えば防衛のほうの研究人材というものはどうし

ても装備品に近いような開発、ＴＲＬの高いところへどうも偏りがちというところがござ

いまして、もう少し最先端のことに対して通暁した主体の人材の育成が必要になってくる
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のではないかと考えています。 

 また、基礎基盤経費の不足で、国研、大学さんのほうも研究力そのものが今少し弱って

きていることもあるのかなと思っておりまして、そこで、我々、防衛装備庁として、また

本当はできるといいのですけれども、現状では、防衛装備庁がそういう国研さんとか大学

との、我々が求める研究に参画意欲をかき立てるような挑戦的目標を示していないという

ようなことも課題として認識しております。 

 諸外国のように、装備品の研究開発に最先端科学技術を取り込むということで、要素技

術の基礎・基盤から技術実証も含むような応用研究について、国研・大学等との連携の新

施策というものも検討してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、その新施策についてでございますけれども、具体的には、まず、特

に防衛上必要な技術分野というのを選定して、そういう技術分野の国研・大学等への研究

基盤の整備ということと、あと防衛ニーズに基づくような、先ほど申し上げた挑戦的な何

か目標を掲げて、その実現につながるような新技術を生み出すプロジェクトというのを考

えていったり、それと新たな防衛イノベーションの芽の発掘・育成、それと技術基盤双方

に資するような基礎研究支援。今、安全保障技術研究推進制度ありますけれども、こうい

うものの深化といった取組を進めるべく、現在検討を行っておるところでございます。 

 装備品開発というのは、防衛省、防衛産業において実施するものなのですけれども、そ

こに必要な要素技術の研究に関しましては国研・大学等との連携を強化したいという思い

がございまして、いろいろな施策の検討を現在進めているところでございます。 

 最後ですけれども、最先端科学技術というのは、特にＴＲＬが高くないようなところで、

民生、防衛の区別というのが困難になっておりまして、こういうところで防衛分野で研究

推進をしたら、防衛分野だけではなくて、我が国の科学技術を牽引して、成果を民生へ波

及することで国力向上にも寄与できるのではないかと考えておりまして、この観点からも

御理解いただきながら検討を進めたいと考えております。 

 防衛省から以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続けて、原審議官より資料４－３の御説明をお

願いします。 

○原内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官  内閣府科学技術イノベーショ

ン推進事務局審議官の原でございます。 

 資料４－３を御覧ください。私のほうからは、総理から具体的な指示がありました、そ
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れから、冒頭御説明ありましたように、５つの論点のうちの３番目の「研究開発法人等の

技術シーズの徹底した社会実装」について御説明させていただきます。資料の下にあるよ

うに、内閣府をはじめとして３府省合同で取りまとめたものですけれども、私から代表し

て発表させていただきます。 

 ３ページ目を御覧ください。研究開発法人、全体で26法人、幾つかファンジングエージ

ェンシーが含まれていますけれども、各省それぞれ所管の法人があるということで、今回

の発表については、この全法人を対象とした施策としてこういうことを検討していきたい

ということを御説明させていただきます。 

 ４ページ目を御覧ください。これは政策の方向性のサマリーでございます。上の四角に

ありますように、国研、当然高度な研究開発を行っているということ、それから、後で参

考資料のほうで見ていただければと思いますけれども、数多くの有望な技術シーズという

ものを持ってございます。これが総理の御発言にありましたように、徹底した社会実装を

図ることが必要だということ。それから、研究開発能力を引き続き維持するためには基盤

をさらに強化していくことが必要だと考えてございますので、それも併せて検討してござ

います。 

 下のほうに主な施策の方向性、１番、２番とございます。まず１番のほうでは技術シー

ズの社会実装ということで、①にございますけれども、国研の役割として、国家的課題へ

の対応ということをきちんと明確化することが必要だと考えてございます。 

 ①の２つ目ですけれども、デュアルユース技術をはじめとした研究開発を行うに当たっ

ては、数多くの研究者が安心して参画できる場として、オフキャンパス機能といったもの

を提供していく必要があるのではないかということでございます。 

 ②ですが、国研同士、あるいは国研と研究成果活用等支援法人との連携をさらに強化し

て、各国研のシーズの社会実装を実現することが必要だと考えてございます。この一つの

例として産総研の活動がございますので、産総研の機能強化などを検討していくというこ

とを考えたいと思ってございます。 

 それから、③ですけれども、社会実装まで時間がかかるわけですが、その中でも研究機

器・設備の調達に非常に時間かかるということがございますので、それを柔軟化して、調

達手続を短縮化することができないかということの可能性の検討を深めていきたいと考え

てございます。 

 それから２番目、国研の基盤の更なる強化ということでございます。④にございますよ



- 15 - 

 

うに、国際頭脳循環のハブとしてさらに強化していく必要があると考えてございます。そ

の中の一つの柱としては、優秀な研究者を世界水準の処遇でお招きすることが必要だと考

えてございます。 

 ⑤ですけれども、国研の施設設備の老朽化というのが大きな課題になってございます。

これを戦略的に整備・更新していくという取組を進めていきたいということでございます。 

 以下は具体的な御説明になります。５ページ目を見ていただければと思いますけれども、

これは１番で申し上げた技術シーズの社会実装全体を俯瞰するようなポンチ絵にしている

ところです。先ほど申し上げましたように、国研のミッションとして、例えば国家安全保

障ですとか科学技術基本計画等の戦略分野、あるいは重要技術領域といったものをきちん

と位置づけるということ、それから、セキュアな研究環境を有するようなキャンパス機能

を提供するということでございます。 

 ちなみに、下のほうに（参考）で書いてございますけれども、これらのことは間もなく

取りまとめる予定になってございます第７期科学技術イノベーション基本計画でも規定さ

れる予定となってございます。 

 これを実現していくに当たっては、右側のほうに点線の四角で幾つか書いてございます

けれども、特に関係府省、真ん中の点線の四角、２番目のポツですが、こういう機能を整

備・運用していくに当たっては、体制整備に係るような経費をきちんと措置していく必要

があるだろう。それから、その下の物価・人件費が非常に高騰しているということでござ

いますので、そのための費用というのも国として安定的に支援していく必要があるだろう

と考えてございます。 

 その次の６ページ目でございます。これはオフキャンパスの、あるいは国際頭脳循環の

例として、理化学研究所の取組を御参考までに載せさせていただいてございます。左下の

枠にあるような新しい研究拠点を令和10年度に竣工する予定で、理研の和光の敷地の右上

のほうに青で囲ったようなセキュアな環境として整備するといったことが予定されてござ

います。 

 ７ページ目には、物質・材料研究機構で新しい研究棟をセキュアな環境として整備する

といったような事例を取り上げさせていただいてございます。 

 ９ページ目を御覧いただきたいと思います。これは国研同士、あるいは国研と成果活用

等支援法人との連携を強化するということで、国研、人数の多い少ないはございますけれ

ども、技術シーズを発掘したり、あるいはＰＲしたり、あるいは契約上の様々な交渉をす
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るといったようなことを全法人が一そろえそろえるというのはなかなか難しい状況でござ

います。 

 ということで、今後の対応方針としては、自前主義を排するということで、例えばほか

の法人と協働して取り組むですとか、あるいは、ほかの法人の成果活用等支援法人を使う。 

 その一つの例として、（参考）に書いてございますけれども、産総研の成果活用等支援

法人、AIST Solutionsというものがございますが、これを物質・材料機構のほうにも開放

していただいて、異なる役所が所管している法人と成果活用等支援法人が協力関係にある

といったようなこともございます。こういった形で連携して取り組むということが進んで

いければいいと思ってございます。 

 それから、③ですけれども、調達手続の柔軟な運用ということで、これは御承知のとお

り、国研、あるいは国立大学法人も同じような枠組みでございますけれども、一定金額以

上の設備を購入するとなれば、金額によりますけれども、国際調達が必要になるというこ

とで、後で12ページを御覧いただければと思いますけれども、場合によっては契約に至る

までに10か月以上の時間がかかるということで、研究、あるいは研究成果の実用化という

ところの大きな障害になっているということがございます。これを何とか柔軟に運用でき

ないかということで、国研、大学、それから関係府省の間で検討を進めて、どういったこ

とで柔軟化できるかといったことを検討していきたいと考えてございます。 

 以下、時間の関係で参考資料は省略させていただきますが、13ページ目で、以上申し上

げたものの基盤となる国研自体の機能の強化といったようなことも検討する必要があると

考えてございます。 

 ④でございますけれども、国際頭脳循環のハブということで、今、内閣府中心に各省協

力いただきまして、J-RISE Initiativeというものを進めてございます。これを引き続き

関係府省と協力して強力に進めていくということ、これは継続して実施していくことを考

えてございます。 

 それから⑤ですけれども、これも後ろのほう、14ページにデータを載せてございますけ

れども、2048年ぐらいになると施設の半数が計画寿命を迎えるということで、非常に高い

ピークが立つということでございます。そうすると、予算の措置とか、あるいは実際の施

工の段階で非常に困難が見込まれるということで、これを何とか均していくことが必要で

す。そのうちの一つの方策として、【今後の対応方針】のほうに書いてございますけれど

も、お金をきちんと積み立てることができるようにしようということで、今なかなかハー
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ドルが高くて、実際上制度はあっても活用が進んでいない、自己収入の利益を10割積み立

てられるような仕組みはありますけれども、これの活用を促進していくといったことです

とか、あるいは複数の国研間で連携して施設設備を効率的に行っていくといったようなこ

とを関係省庁と検討していきたいと考えてございます。 

 その次、１枚めくっていただきまして、「参考資料」と書いてございます。国研、様々

な技術シーズがございます。各省、あるいは各国研に非常に多大なる御協力をいただきま

して、国研が持っている技術シーズというものを集めさせていただいてございます。その

中で、我々事務局のほうでヒアリングをして、各国研、えりすぐりの技術シーズをまとめ

てございますので、後で時間があるときにぜひ御覧いただければと思います。 

 私からは以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続けて、花田参事官より、資料４－５の御説明

をお願いします。 

○花田外務省経済局参事官  ありがとうございます。外務省の経済局参事官の花田と申

します。 

 早速ですけれども、資料４－５の３ページを御覧ください。こちらに全体像を示してい

いますけれども、今から御説明するのはこの左下の赤枠の論点⑤のところでございます。

我が国が優位性を持つ技術力、イノベーション力を外交的にどうやって後押ししていくの

か、さらには、世界トップの人材をどのように受け入れていくのかということでございま

す。 

 １枚おめくりいただき４ページでございますけれども、この外交的な後押しというとこ

ろで、まず日本が優位性を有する技術の海外展開、あとは諸外国とともに信頼できるエコ

システムの共創ということを目指しております。 

 具体的には、１の１ポツにございますように、日ＡＳＥＡＮ・ＡＩ共創イニシアティブ、

さらには、日インドＡＩ協力イニシアティブなど、首脳外交の機会等を活用しながら各種

取組を推進させていただいております。イノベーションを促進するために、先端技術の対

話も推進しています。 

 その次でございますが、国際頭脳循環の強化が今後重要になってくると捉えております。

具体的には、例えば在外公館は世界中にございますけれども、在外公館におけるネットワ

ークの強化・活用に取り組んでおりますし、さらには、世界のトップの人材の受入れ、こ

こは今までいろいろな省庁の皆様から御紹介いただいたとおり、内閣府ですとか経産省、
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文科省の皆様とも協力させていただきながら、いろいろなプログラムを活用しつつ、外務

省としてもその取組を推進させていただいています。 

 そして、次に、例えばホライズン・ヨーロッパという、ヨーロッパが推進している研究

開発のプログラムですけれども、ないしは学術交流も含まれますが、これに日本も参画す

ることを通じた共同研究の加速の後押しということもさせていただいています。 

 さらには、現地情報の国内関係者への還流を促進すると同時に、日本でのグッドプラク

ティスがあれば、それを在外にも共有しつつ、さらに優良な案件の発掘、さらには人的ネ

ットワークを強化するといったことにも取り組んでおります。 

 その上で、一番上の水色網掛けの２番目の四角にも記載していますけれども、とりわけ

首脳会談等の外交機会、在外公館のネットワークに加えて、外務省が特に有しております

バイ・マルチのＯＤＡ等の外交ツールの戦略的な活用も強化していく考えでおります。 

 こちらについては、例えばＯＤＡを通じた技術協力ですとか、無償資金協力、有償資金

協力も含めて様々なプロジェクト形成にこれまでも携わっています。そういった技術協力

ですとかプロジェクト形成を通じて培われたネットワークも活用していきたいと思ってお

ります。 

 以上申し上げた上で、さらにブレークダウンした個々の取組については、いろいろパワ

ポで添付させていただきましたけれども、こちらについてはお時間のあるときに御覧いた

だければ幸いに存じます。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。それでは、続けて議題２の契約学科制度につい

て、川上大学連携推進室長よりお願いいたします。 

○川上大学連携推進室長  大学連携推進室の川上でございます。 

 参考資料「契約学科制度の要件等について」を御覧いただきたいと思います。 

 ２ページでございますけれども、これは前回１月の会で契約学科制度の大枠についてと

いうことでお示しさせていただきまして、これをその後詰めさせていただきまして、この

３月末に、ＮＥＤＯに支援制度を立ち上げるということで要件の整理をさせていただきま

した。その御報告をさせていただきます。 

 ４ページお願いします。契約学科の要件ということで、まず１つ目は学位プログラムで

あること、育成する人材像を定め、その人材像を育成するための適切な教育研究内容・カ

リキュラムであること、この辺りを審査をさせていただくということでございます。 
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 大学院の場合は研究科・専攻・コース、大学の場合は学部・学科・コースとして、高専

も、５年終わった後の２年間の専攻科で学位を出される仕組がありますので、こちらも対

象にしたいと考えてございます。いずれも専任の教員が配置されている主専攻であること

ということを要件として求めます。学生の卒業・修了後に想定する進路先、こちらについ

てもしっかりとお示しいただきたいと考えてございます。 

 ２．でございますけれども、産学で連携した教育カリキュラムということでございます。

これはどちらかに丸投げするという形でなくて、双方しっかりと連携して相談して決めて

いただくということで、想定される取組の例、共同研究への学生の参画とかインターンシ

ップへの参画とか、もろもろ取組の例としてお示しさせていただいていますが、いずれに

しても、しっかりと産学で議論いただいて決めてくださいということを書かせていただい

ています。 

 ５ページでございます。産学でそれぞれ協力してやることということですけれども、産

業界、これは企業と読み替えていただくと分かりやすいと思いますが、ヒト・モノ・カネ、

企業のリソースを提供いただく。大学のほうも、お金は企業が出していただくのですけれ

ども、教員の併任とかでしっかりと支えていくということと、あと、必要な設置認可手続、

届出については大学のほうでしっかり責任持ってやっていただくということにしておりま

す。なお、制度に迷いがある場合は、これまでも経産省、伴走支援という形でいろいろと

コンサルさせていただいておりますので、引き続きそういった取組をさせていただきたい

と思っております。 

 （３）でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、企業からの資金の提供の

みにより運営されるものであることと、他の教育プログラムと独立していることで定義を

させていただいてございます。 

 最後、２．でございますけれども、少なくとも10年以上、設計当初の段階で企業がしっ

かりとコミット、お金を出すということでコミットしてくださいということで、その初期

段階の数年間をＮＥＤＯが支援するという立てつけにさせていただいております。そして、

せっかくいいカリキュラム、いい学科、いい専攻をつくっても学生が来ないと意味があり

ませんから、中長期的に優秀な学生を確保し、その実現可能性が高いかどうか、この辺り

は審査をしっかりさせていただければと思っております。 

 ３月末から、補正予算、当初予算、資料つけておりますけれども、同時に公募を開始さ

せていただきたいと思います。 
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また、これまで文科省さんからは大学の実態・制度について、様々な形で御助言をいた

だいております。そして、来週の中教審の大学院部会で私どもから説明させていただきま

して、御意見を頂戴する場もいただいております。引き続き連携させていただければと思

っております。 

 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。 

 それでは、これまでのプレゼンテーションに関する質疑応答と全体ディスカッションの

時間とさせていただきます。時間の都合もありますので、１巡目につきましては４分程度

を目安に御発言いただき、その後、時間の許す限り委員各位から２回目の発言、またはオ

ブザーバーの方で御発言を希望される方に御発言いただきます。多くの皆様に御発言いた

だくため、御発言はなるべく簡潔にまとめてください。会場の方は名札を立ててお知らせ

ください。Teamsの方は挙手ボタンにてお知らせください。委員の皆様の御理解と御協力

のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、いかがでしょうか。 

 では、澤田委員、お願いします。 

○澤田委員  ありがとうございます。経団連副会長で、経団連の科学技術立国戦略特別

委員長を務めておりますＮＴＴの澤田でございます。 

 各省庁の幹部の皆様、御説明ありがとうございました。お示しいただいた新技術立国の

構想の方向性につきましては基本的に賛同しております。ただ、こういう新技術立国を達

成した結果、日本はどのような国になるのか、世界にどのように貢献していくのかという

ことまで枠を広げ、ぜひ議論を継続していただきたいと考えております。 

 経済界として、「技術で勝ってビジネスでも勝つ」というゴールは非常に心強いもので

ございます。その実現に関して、研究から社会実装まで切れ目のない政策を展開するため

に、省庁間の連携を引き続き強化いただきたいと考えております。 

 新技術立国を目指すに当たり、教育から研究、技術開発、社会実装と一気通貫での議論

をいただいておりますが、最終的には人材の議論が必要になっていくと思います。今日の

議論の対象外とは思うのですが、ぜひ高等教育だけでなく、小中高校段階における科学へ

の関心形成、あるいは大学における理系学部への転換、高専の新設等につきましてもぜひ

議論の対象にしていただければと思っております。その上で、短く４点、各省の御説明に

対しましてコメントを申し上げたいと思います。 
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 経済産業省に関しまして、スタートアップにとって製品・サービスの調達は、大きな弾

みになると思います。とりわけ官公庁による調達が重要な足掛かりでございますので、ぜ

ひこのスタートアップ育成５か年計画の目標を早期に達成いただきまして、アンカーテナ

ンシーとして、官需をドライバーにしたスタートアップの成長の後押しをお願いしたいと

考えております。 

 ２点目は防衛省関係のデュアルユースです。経済界としましても、現下の安全保障環境

を冷静に認識した上で、防衛関連投資を戦略的手段の一つとして位置づけてまいりたいと

考えています。他方、このデュアルユースの推進に関しましては、セキュリティ確保、そ

して特に社会的理解の醸成をセットで進める必要があると考えております。企業や大学、

スタートアップなど様々な主体が防衛分野への参画を行っていくに当たり、意図せざる誤

解や風評被害、いわゆるレピュテーションリスクというものを過度に負ってしまうような

ことがないように、政府全体として、デュアルユースの必要性、技術開発の必要性、意義

について社会に対する説明と発信を主導していただきたいと考えています。 

 それから、３点目は社会実装。国研の関係の中で社会実装のお話がございました。資料

で触れていただいているのですが、一般的には、各社の中でも研究開発と社会実装の間に

はなお隔たりがあります。産業界とどう連携するかにつき、出口を見据え、早い時期から

考慮いただきたいと思います。 

 お時間もありますので、最後に、文科省の関係について申し上げます。日本にある800

以上の大学を今後どうしていくのか。大学数のあり方を含めた全体像についても議論が必

要ではないかと考えます。大学の数も含めて、トップレベルの大学の議論だけでなく、教

育全体が新技術立国に向かう構造となるようお願いしたいと思います。そのような個々の

動きを通じて国際的なプレゼンスを向上する、そういう動きを産業界も進めてまいりたい

と思います。 

 ありがとうございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 では波多野委員、お願いします。 

○波多野委員  ありがとうございます。 

 新技術立国の構想として、今、各省庁から示された施策はいずれも大切で、異存ござい

ません。しかし、それらのパーツとしてエコシステムとして統合した際、持続的な経済循

環を支えるためのミッシングリンクがないか、本委員会でさらに検討する必要があると考
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えます。経済が一体どのように循環するのか、循環型エコシステムについてもこれからの

議論が必要です。 

 大学の立場から３点申し上げます。 

第７期科学技術・イノベーション基本計画で掲げる「一気通貫」の文脈において、強い経

済が実現するには、基礎研究/人材育成等の川上への自立的に再投資が可能な経済循環を

意識したモデルが必要ですがこの経済循環の具体像が見えにくいと感じます。民間資金が

基礎研究に還流する仕組み、例えば大学への間接費比率の引き上げなど、持続可能な研究

基盤を支えるための具体的な施策の検討が必要だと思います。契約学科や研究開発税制の

施策に期待します。 

 ２点目ですが、先端技術シーズの研究開発と、技術で勝ってビジネスで勝っていくとい

う新技術立国の実現には少しギャップがあるように思います。それはいかに世界的に優れ

た先端のシーズであっても、ビジネスにして経済循環につなげるには、それを市場に出し

ていく高度な技術者や専門人材、実装のプロフェッショナルの活用、特に日本としては大

切で、エコシステムの中に捉える必要があると思います。 

 ３つ目ですが、デュアルユースのエコシステムを含めてスタートアップの重要性につい

ては十分に理解しており、大学発スタートアップの活用も重要だと思いますが、一方で、

大企業が有する強み——例えば、スケールアップ力や知財ポートフォリオの構築・活用力——

を十分に活かす視点が必要と思います。スタートアップの機動力と大企業の資本リソース

というのを統合させる視点をより強化すべきと考えます。 

また、先ほど澤田委員がおっしゃった、経団連が12月に出された新技術立国の提言に、

民間からの研究開発投資の下りに、企業自らの中央研究所再興という文脈がありまして、

印象深く感じました。大学、国研、産業界、スタートアップ、同じ研究所で切磋琢磨し、

新技術立国を目指すための拠点形成が必要ではないでしょうか。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では、土居委員、お願いいたします。 

○土居委員  御説明どうもありがとうございました。時間が限られているので、まずは

防衛調達をはじめとする官公庁による調達についての部分でのコメントをさせていただき

たいと思います。人材育成についても非常に重要だと思っているのですが、それは、もし

２回目の機会があればと思います。 

 官公庁調達については、特に防衛調達がここに含まれてくるというところが今の時期の
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新たなフロンティアになると思いますので、先ほど防衛省からもプレゼンがありましたよ

うに、よりよい形で活用するということには大変期待をしております。 

 ただ、その中で官公庁調達にまつわるこれまでの日本の歴史を見ていると、何かとお金

を出しさえすればいいという傾向が散見されていた。一番悪い例だと私思っているのは、

1990年代の公共事業みたいに、とにかくばらまけばＧＤＰ増えるのだからそれでいいだろ

うみたいな、そのようなやり方ではない形で、発注者である官公庁がしっかりと品質管理

をしていただく。品質管理というのは文字通りの品質管理ということですけれども、例え

ば資料４－１の８ページにあるように、アメリカでもこのような形で取り組まれていて、

しかも、全て発注した先が成功するということだとは限らないという視点できちんと選別

していくということは必要だと思います。途中で脱落する企業があるけれども、最後はミ

ッションを達成したというプロセスですね。 

 そこがやはり大事で、護送船団方式みたいに、とにかく一回発注したところには失敗し

たというような姿を見せないでほしいとか、失敗ということにはなっていないとしてしま

おうとか、そのようなことにはならないように、しっかり発注者としてのマネジメントを

していただくということが大事ではないかと思います。 

 それから、同じ資料４－１に挙げられている点については、例えばスタートアップのフ

ァイナンスについては今まで以上にしっかりとサポートしていく必要があると思いますけ

れども、１つあり得るとすれば、財政投融資を積極的に活用するということも、低利融資

だとか出資、これを活用するということはあるでしょうし、それから、資料４－１の５ペ

ージに、これから社会実装していく上で明確な指標に基づく複数年契約というのが課題と

して対応をどうしていくかということが挙げられていて、それは今までにない取組をして

いかなければいけないということだと思うのですけれども、例えば複数年ということで言

えば、既存の仕組みとしては国庫債務負担行為とか継続費という仕組みもある。今、継続

費は潜水艦とかの建造費にしか使われていないということがあるので、そういう、もっと

積極的に活用できるものは既存の仕組みも活用していくことが必要だと思います。 

 最後に、資料４－５のＯＤＡの戦略的な活用についてですけれども、外務省からありま

したように、国際頭脳循環の強化というのは、これはこれで大事なのですけれども、ネッ

トワーキングばかりではなくて量的な支援ですね。つまり、ＯＤＡの実弾で、例えば日本

のスタートアップが日本のＯＤＡプロジェクトの受注者になるような形で、日本で開発さ

れた新技術を使った途上国支援というのを量的に進めていくということもあり得るのでは
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ないかと思います。 

 私から以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では次に、鮫嶋委員、お願いします。 

○鮫嶋委員  鮫嶋でございます。 

 御説明ありがとうございました。まさに一気通貫の支援を目指して省庁横断で様々な御

検討をされているということを拝見しました。全体的な方向性につきましては全く異論ご

ざいません。その上で、具体化していくに当たっての観点ということになるかと思います

が、２点コメントさせて頂きます。特に「技術で勝ってビジネスでも勝つ」という大変心

強い目標における、「技術」と「ビジネス(社会実装)」の両面について述べさせて頂きま

す。 

 まず、技術で勝つというところで、挑戦的な目標についてのお話が何か所かございまし

た。非常に重要なことだと思いますが、一方で、失敗を許容しない文化ですとどうしても

達成できる目標になってしまい、進歩が滞るということがあります。特に、文化的なもの

もあるとは思うのですが、ある分野では「４回目で成功することを当然として、最初から

プログラムを作るほうが確率が高い」といったことも聞きます。目標設定の仕方や制度設

計において、御考慮いただきたいと考えております。 

 ２つ目がビジネス、特に社会実装の観点です。本日の御説明でも、産官学のエコシステ

ム、あるいはグローバルなエコシステムについての言及がございました。言葉としては共

通的なのですが、どうしても技術から実装までは一方向ではいかないと思っておりまして、

特に社会実装までのワンチームについての御支援や施策といった観点について発言させて

頂きます。 

 例えば現在ホットになっております量子の分野でも、量子物理から、今はコンピュータ

としてのハードウェアエンジニアリングが非常に重要となっており、その先はもっと重要

なソフトウェアが出てくると考えられます。その過程で、技術があればそれで終わりでは

なく、目標の修正、前提条件の変化、周辺技術といった様々な、いわゆるすり合わせをワ

ンチームとしてやっていくことも必要です。また、それができることが国研の優れた技術

を社会実装するというところにも繋がると思います。設備更新の話もございましたが、こ

うしたことができる「場」ですとか、プロセス全体での総合的な支援といった施策につな

がっていくことを期待していますし、こうしたことが人材の育成にもつながると考えてご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では、杉村委員、お願いいたします。 

○杉村委員  杉村でございます。私、日本弁理士会の産業競争力イノベーション促進ワ

ーキンググループの座長もしておりますので、その関係でお話をさせていただきたいと思

います。 

 新技術立国の全体像に関しましては大賛成でございます。その中で、技術で勝ってビジ

ネスでも勝つ、そして国際的地位の確保をするとございます。技術、ビジネス、国際的地

位の確保、これらに関しましては、知的財産、そして標準、これらが重要な要素の一つに

なると思っております。 

 ところが、資料４－１、経産省資料の６ページ、それから内閣府の方にプレゼンいただ

きました資料の９ページに少し「知的財産」と書いてあるだけでしたので、残念な思いを

しているところでございます。ぜひ、人材育成も含めまして、知的財産と標準とをセット

にして各省庁の連携による推進を期待しております。 

 私からは、資料４－１を中心に意見を述べさせていただきます。スタートアップの課題

としては、御提示いただいたような、特にミドル、レイター期において資金が足りなくな

って成長ができなくなるという課題について私も多く相談を受けて直面しております。こ

のたび政府調達を促進していただくということで、スタートアップや中小企業も含め、優

れた技術の社会実装ができる選択が増えたことは喜ばしいことだと思っております。 

 一方で、政府調達における知的財産の取扱いにつきましては、必ずしも明確なルールが

確立しているとは言いがたいと思っております。特に防衛分野のように、民間サプライヤ

ー間の知的紛争が望ましくないとされるような領域も存在すると考えられます。このため

に、分野ごとの特性を踏まえた知的財産の取扱い方法を検討し、例えば政府調達におきま

しては何らかの権利の制限、規制がかかるのかどうかということも含めて指針となるよう

なものをつくっていただくのが有益ではないかと思っております。 

 また、防衛、安全保障分野では特許非公開制度が導入されておりますので、このような

制度動向も踏まえた検討が求められると思っております。 

 それから、資料４－１の10ページでございます。この箇所に「研究開発を段階的に支援

する」と記載されております。例えば多くのスタートアップが応募して、その中からＡ社

を採択したといった場合に、政府のほうでは応募したＢ社、Ｃ社の技術内容も知りえるこ

ととなります。このような場合に、採択したA社の研究開発を段階的に支援していくに当
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たりまして、Ａ社の技術に、採択審査の際に知り得たＢ社のある技術部分をつけ足したほ

うがよいのではないか、Ｃ社のある技術部分も付加するとよりよい研究成果が得られるの

ではないかといったときに、「技術のコンタミ」と私ども呼んでおりますが、技術のコン

タミが段階支援の時に生じてしまうのではないかということも懸念しておりますので、そ

の点も含めて何らかのガイドラインをお願いしたいと思っております。 

 次に標準でございます。今後の標準施策について、資料４－１の15ページに大きく３つ

の視点を挙げていただきました。この３つの視点を核としていく、推進していくというこ

とについては賛成でございます。標準化ではトップランナーがデファクトスタンダードを

つくってから、フォーラムスタンダード、デジュールスタンダードとなるケースが多く見

られることは皆様御存じのとおりです。日本がトップランナーとなって国際標準を推進す

るに当たっては、テーマの選定と仲間づくりが重要なポイントとなります。 

 テーマ選定におきましては、日本だけでなく、国際的にも重要だと考えられる課題、こ

れを選定することが必須だと考えておりまして、このためにパイロット５分野をまず御提

示いただいたと思っております。これらの各分野における戦略を作成いただき、標準化の

取組フレームを型として整理後に、ＡＩ、ロボット、マテリアル分野についても標準戦略

を作成していくとの方向性については賛成でございますが、策定いただく各技術分野にお

ける取組フレームの型につきましては柔軟に変化をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。遠藤委員が、今、通信不良と伺っておりますの

で、それでは、委員からの追加のコメント、あるいはオブザーバーの方からの御発言をお

受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、土居委員、お願いします。 

○土居委員  ２巡目ということで、人材育成に関して申し上げたいと思います。 

 まさに先ほど御説明があったように、各大学がしっかりその人材育成に取り組んでいた

だくということに今まで以上に注力していただきたいと。それは文部科学省からしっかり

そういう各大学に対して、もちろん従うか従わないかは大学の自由ですけれども、この方

針に賛同する大学であれば、ぜひともそういう形で、この企画がうまく回るようにしてい

ただきたい。 

 その際に、私は文系以外の理系の教員の方とも話をするので、多分、大なり小なりどこ

の大学でも似たようなことが起こっているのではないかと思っているのは、教える科目の
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難度を高くすると学生から不評を買うというのが今かなり、今まで以上に顕著にあるらし

くて、そうすると、やはり育成できる人材のレベルも上がらないという問題があると。大

学人はどうしても学生から不評を買いたくないので、学生のレベルに合わせてしまう。だ

けれども、本来必要とされる人材というのはそんな低いレベルの人材でないということが

もし起こっているとすると、やはりそこはミスマッチがある。なかなか文部科学省から言

い出しにくいのかもしれないけれども、人材育成だとおっしゃっているならば、企業なり

社会がどういう人材のレベル、そこにサイエンティフィックなスキルですね。それがどの

レベルまでのものがないといけないかというような標準をきちんと示していただかないと、

大学教育の中身もクオリティコントロールができないと思います。 

 経済学の分野でも、先鋭的な経済学者がそれを経済学部でやろうとしたらば頓挫したと

いうケースがあって、各大学、マクロ経済学ならこういうことを必ず教えて、こういう水

準でＡＢＣと学生の成績をつけるのだ、みたいなことを各大学統一してやろうというよう

なことを野心的に言ったのですが、やはりうまくいかなかったです。なぜなら、教えるこ

とに自由裁量が与えられているから、というのがあるのですけれども、やはりそこの教育

内容のクオリティコントロールもしっかり文部科学省から、学会なりを通じて各領域でレ

ベルアップできるような環境を整えていただくということが大事かなと思います。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほか、御発言いかがでしょうか。 

 では、益先生、お願いします。 

○益オブザーバー  大きく２つ、今回、何回かまとめたものについては研究開発から社

会実装まで一気通貫で捉え、需要創出、官公庁調達も含めてまとめておられており、さら

に需要主導とかデュアルユースとか、そういう話も入っていることについては非常に重要

だと思っています。 

 一方で、新技術立国という言葉と、今議論している国家像というのですか、やりたいこ

とと資料でまとめられていることに若干ずれがあるかなと、資料がよくできているからこ

そ、感じています。というのは、たまたま私が量子コンピュータの産業化ということに関

わっていることもありまして、例えば最近の米国とか欧州を見ると、例のジェネシスミッ

ションだとか、デジタル主権だとか、個々の技術というよりも、どの技術を開発するか以

前に、誰が計算能力とかデータを持つとか、それを自由に使ってどういう競争力をつくる

かという議論に移っているように特に最近感じています。 
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 そうすると、今回、先ほども申し上げたように、資料がよくできているからこそだと思

うのですけれども、計算の基盤とかデータとか個別分野とかプロジェクトを支える補助的

な要素に見えて、資料だけを見るとそのように見える。発想の軸足が、従来の技術をつく

って社会実装する、言葉は非常に気をつけないといけないのだけれども、よいものをつく

れば売れるという発想にまた戻ってしまっているように見受けられる部分があります。 

 ということで、最近は計算能力、データ、ＡＩモデル、人材の流動を含めてそういった

ものが生産力の全てであるということをもう一度違う視点でまとめるとよりよいものにな

るのではないかと思いました。それが１点目。 

 ２つ目は、改めて、私も大学にいましたので、新技術立国の核として大学への期待が高

いということについては、大学にいた者としては本当に大学人が責務を感じるべきだと。

それに併せて、契約学科等、思い切った施策も提案されているということを高く評価して

おります。 

 ここで２つ出てくるのですが、大学側は高度人材としての博士人材をもっともっときっ

ちりと教育するということに、そもそも人数をもっと増やす努力をすべきだということを

認識する。さらに産業界に対しては、博士の学生、博士教育を昔ながらの博士教育とまだ

思われている節も感じられますので、大学の博士教育をぜひ見ていただいて、今の博士は

昔の博士と違うということをぜひとも御認識いただければありがたいなと思っているとこ

ろです。 

 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では次に大野先生、お願いします。 

○大野オブザーバー  どうもありがとうございます。４点あります。 

 １つは、今回、戦略分野が示されましたけれども、どこが大事な点なのかと。つまり、

技術インテリジェンスをどこで培って判断していくのかということがまだ不明確だと思い

ます。各省、蓄積された技術インテリジェンスがあると思いますので、それを活用し、か

つ、国として絶対手放せない部分は市場任せにしない、例えば安全保障とかそういうとこ

ろはそれに当たるのだと思いますけれども、市場任せにしない判断もこのような中からで

きるのだろうと思っています。 

 ２点目、急速に変化する情勢、ＡＩもそうですし、それから地政学的な状況もそうなの

で、それらに対応するためには、国立大学法人の６年計画、あるいは国研の５年の中長期

計画などにおいて、アジリティというものをどのように入れていくのかというのが重要だ
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と考えています。 

 ３点目、大学や国研に民間投資を呼び込むというモードも極めて重要ですけれども、国

が投資を増やすということも考えるべきだと思います。特にデュアルユースなどに関して

は、その投資に大学や国研と民間が連携して取り組むことで大きな流れをつくることがで

きるのではないか。特に大学が社会とエンゲージするためのインセンティブということも

強く考えるべきだと思います。 

 ４点目、今回は余り強調されなかったと思いますけれども、データの価値化、そして流

通の仕組みを、科学技術を使う者としては考えておかなければいけない。それをぜひプラ

ンの中に、あるいは議論の中に入れていただきたいと思います。 

 私から以上です。ありがとうございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では、上山先生、お願いいたします。 

○上山オブザーバー  ありがとうございます。 

 私のほうから４点あるのですが、最初に、土居委員のほうからの発言に少しだけ、小さ

な異論というのがあって、人材育成に関してですね。文科省は、どういう人材育成やるべ

きかその方針を示すべきだという発言があったのですけれども、私はこの10年間ぐらい大

学改革に関わってきて、大学の自律性、大学が自ら考えてどのような教育と研究をやって

いくかということの自律性を高めることが必要だと感じています。少なくとも研究大学に

ついてはですね。したがって、人材育成の内容を国がどこかで規定していくような考えに

は、私は少し違和感があります。 

 ただ、契約学科については、これは産業界の意見を相当入れると。むしろ契約学科はあ

る種のオフキャンパス的な機能としての契約学科ということですから、産業界の人材につ

いての意見を相当入れていくということはあっていいと思います。 

 その上で４つ申し上げます。１つは、この中でも何度か触れられていますけれども、官

民の投資、このたぐいの新技術立国に関する官民連携した投資のあり方ということがもう

少しあってもいいかなと思います。自分自身は経済安全保障制度の議論に参加してきて、

重要物資、それからサプライチェーン、それから知財に関しては、官民の協議会をつくっ

て、かなり動かしていこうというフレームワークは相当出てきたのですが、もう一つの研

究開発に関しては、官民の協議会でどんな議論がされるかということが余り見えてこない。

これはなかなか難しいところなのだと思います。 

 具体的にいうと、官民協議でやる限りは、民間の企業に留保されている600兆の内部留
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保がこの新技術立国の中にどのような形で官民とともに入れていくかという議論が恐らく

は出てくるだろうと思いますけれども、例えばＪＩＣを使ったような政府保証を入れて、

官民がともに先端の技術、研究開発等、それから技術立国に向けて資金を用意するという

ことが官民の協議会の中で議論されていくということがあり得るだろうと思います。これ

が１つ目です。 

 もう一つはスタートアップですが、私もスタートアップに関心を持って見ていますが、

この新技術立国におけるスタートアップというものはどのようなものを念頭に置いている

のかについて、いろんな意見があると思うのです。１万社ぐらい、スタートアップが出て

きています。ユニコーンをつくりたいと思っています、デカコーンつくりたいと思ってい

ますという言葉あるのですけれども、では今世界で見るようなとても大きなスタートアッ

プ、いわゆるプラットフォーム全体を取ってしまうようなスタートアップのようなものが

我が国において本当に可能なのかということは前から疑問に思っています。 

 むしろ私たちが持っている産業のサプライチェーンやイノベーションエコシステムとい

うものと連動する形でそれを強化したり、あるいは発展させていくようなタイプのスター

トアップのあり方ということが求められるだろうと思います。その中に、先ほど申し上げ

たみたいな官民の共通の投資という話も関わってくるであろうし、あるいはまた、特に防

衛テックのようなところで言うと、海外のベンチャーキャピタル、セコイア、それからク

ライナーパーキンス、あるいはアンドリーセン・ホルウィッツとか、すごいお金を動かし

ているところが、日本の防衛テックのスタートアップに関して、もしできるなら協力的に、

ジョイント的にやりたいというような動きだってあろうかと思うのですね。これは海外と

日本の官民のある種の戦略性の持つ新技術立国におけるスタートアップのあり方というこ

とを考えるには一つの視点だろうなと思っております。 

 これが２点目です。 

 もう一つは人材育成なのですけれども、今日のＣＳＴＩの原さんがつくってくださった

国研の報告、これは非常によくできていて、全ての国研のシーズ、相当見てくださってい

るのですが、これは何度も申し上げているのですが、国研を使ってやるということに人材

育成のスキームを必ず入れるべきだと思っているのです。国研に資金を入れました。その

資金が大学との関係の中でうまくブランチとしてワークするような、大学のカリキュラム

にある程度の連動性を持つような形で国研をオフキャンパスとして使う、こういう見方が

とても重要だろうと思います。 
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 ４番目、これは簡単に申し上げますけれども、契約学科、どんどん進めてくださってい

ることで大変すばらしいと思うのですけれども、契約学科をやったときに、企業の方たち

が求めているような学位のあり方、あるいは教育のあり方をやるとき、その教員の資格、

いわゆるマル合教授というのが何人か必要なのですね、大学の場合は。博士過程を教える

ことのできる合格した教員、つまり、どのような業績があるによって合格かどうかが判断

されるわけです。修士号まで教えるのはＭ合教授ということであるわけですけれども、契

約学科、企業でやっていたときに、そこで教える教員に関して、企業の方が入って、本当

にそのような規制の中ででできるのかと。ここは高等教育行政の中で契約学科を入れると

きにはきちんとその規制緩和のところも念頭に置いて、契約学科における教育カリキュラ

ムの教員の問題と、それからもう一つは定員管理の問題、これがセットで契約学科という

のは進んでいけば非常にすばらしい試みになるだろうと考えております。 

 私からは以上４点でございます。ありがとうございました。 

○染谷委員長  ありがとうございます。そのほか、御発言ございますでしょうか。 

 それでは斉藤さん、お願いします。 

○斉藤オブザーバー  ＣＯＣＮの斉藤です。 

 私から１点だけ。今日の資料はかなりオフキャンパスという言葉が、デュアルユースも

含めて結構具体的に述べられていてよかったかと思っています。その中で、関わる人の評

価を考えたときに、大学なんか、結構、論文の発表数とか、評価指標になるのですけれど

も、そういったことができないケースって多々あると思うのですね。ですので、そういっ

たところに関わられる方が安心して参画できるとさっき原さんがおっしゃっていましたけ

れども、そういったところでの人の評価をどうするか、それをぜひ織り込んでいただきた

いと思っています。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 では、小川さん、お願いします。 

○小川オブザーバー  経団連のスタンスは基本的に澤田委員のほうから御発言いただき

ましたが、幾つか細かいことを補足させていただきます。 

 まず、政府調達によるスケールアップ、非常に経団連としても重要だと思っております

が、その実施におきまして気をつけるべきことがあろうかと思っております。先ほどどな

たかから、全てのスタートアップがその後成功していくわけではないと、失敗して脱落す
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るものもあるというお話がございました。そこの目利きは重要だと思っていまして、これ

まで政府の様々な施策の中で、この目利きをする人が必ずしも市場に精通した目利き力の

ある方でないケースもあったという批判を聞いております。 

 ぜひ途中で、ステージステージゲートで目利きをする方につきましては、資本を出して、

しっかりとその成長に責任を取れるような立場の方を入れるべきだと思っております。先

ほどのアメリカの施策におきましても、資金調達を一つの要件とするということがありま

したけれども、やはりきちんと市場にテストされないと、結局、政府調達だけでは伸びて

いきませんので、その後、民間の市場の中で生き残ることができないということにもなり

かねないかなと思っております。 

 それから、スケールアップに対しまして同じように重要なのが、ファイナンスのお話、

経産省さんの資料の中にも出てまいりました。ここはどうしてもまだまだ日本の中では、

ＶＣの規模も小さいですし、圧倒的に足りないと思っていまして、当面は海外ＶＣのお金

を持ってくるというところが不可欠だと思っております。政府におかれましては、ぜひシ

ンガポールのように、政府がマッチング拠出をするような形で、破格によい条件を提示し

て、海外の有力な大規模ＶＣを誘致するということを積極的に進めていただければと思っ

ております。 

 それから最後に、先ほど益先生のほうから、博士人材、企業のほうの見方というお話が

ございました。まだまだ認識の隔たりというのはあるのかなと思います。私もよく大学の

先生のほうから、企業は結局博士採る気ないんでしょうとか、採用時期が決まっていて非

常に都合が悪いとかいうお話を伺うのですけれども、私の実感としても、最近、会員企業

の中で博士人材非常に重要だという声が非常に高まっていますし、また、経験者採用、通

年採用ということが広がっている中で、必ずしも採用時期も昔のとおりではないというの

が現実でございます。 

 そういった実態が大学側にもなかなか伝わっていないというところもございますので、

双方コミュニケーションよくして、キャッチアップしていくことが必要かと思います。契

約学科などを通じて、そうした大学と産業界との間の距離が縮まっていくことも期待した

いと思っております。 

 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 では、片岡さん、お願いします。 



- 33 - 

 

○片岡オブザーバー  産総研の理事の片岡でございます。 

 今日は、資料にも何度か登場しておりますので、その観点も含めて申し上げたいと思い

ます。 

 内閣府さん中心に３省でまとめられた紙の10ページ、あるいは11ページのところに、

AIST Solutionsという、我々が３年前につくりました子会社のことを御紹介いただきまし

てありがとうございます。最終的には技術を社会実装して、企業、産業の競争力をつけ、

社会課題を解決して、そこから出てきた利益はまた科学技術の投資に向かう、この当たり

前のサイクルをもう一回日本においてしっかりと駆動させるということが重要だという認

識のもとでAIST Solutionsをつくりましたので、ここの資料だけですとよく分かりにくい

であるとか、本当のところ、ここはどうなのということを、特に他の国研の方、あるいは

大学の方でお聞きになりたいという声が内閣府さんはじめとして当局のほうに、あるいは

委員の方々の周辺でおられましたらぜひおつなぎいただければ、我々、対応していきたい

と思いますということをまず申し上げたいと思います。 

 その上でちょっと簡単に２点ほど。技術で勝ってビジネスでも勝つ、非常にいいフレー

ズなのですが、どなたか委員の方おっしゃっておられましたが、とかくこれでいきますと、

技術で勝てばビジネスで勝てるという形になってしまわないかという懸念をちょっと、あ

まのじゃく的に思ってしまいました。 

 要すれば、技術がどんなによくても、例えばタイムトゥスケール、タイムトゥマーケッ

トで負けて、結局二番煎じの人たちに取られてきたというのが最近の日本の、ある意味、

企業、産業の停滞している部分があるとすれば、その一因かと思います。したがって、ビ

ジネスで勝つことを前提にして技術をどう磨くかという観点で、技術を磨いて、それをて

こにしてビジネスで勝つぐらいのフレーズでこれを我々はそしゃくして取り組む必要があ

るのではないかということでございます。 

 それからもう一つ、とはいえ、産総研もかなり実装に振りますと、今度、基礎研究、あ

るいはシーズのところ、枯渇するのではないかという議論が内部でもございます。したが

いまして、これまで以上に大学との連携を我々強化しております。今日、大野先生や、あ

るいは前の学長の益センター長がいるから申し上げるわけではないのですが、特に国際卓

越に該当する東京科学大、あるいは東北大との連携をかなり密にし、意図的に上げていく

取組を産総研もしている。その他、Ｊ－ＰＥＡＫＳに入るような大学とも今どんどん強化

しているということを最後つけ加えさせていただきたいと思います。 
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 私からは以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほか、御発言よろしいでしょうか。 

 では、杉村委員、お願いします。 

○杉村委員  一言だけつけ加えさせていただきたいと思います。 

 標準に関してです。先ほど、仲間づくりという発言をいたしました。このことに関しま

しては、国際標準化を推進していく上で、アフリカ、アジア等との連携が鍵になると思い

ます。外務省資料４－５の17ページのところでネットワークと書かれておりますので、恐

らく国際標準についての連携も意識していただいていると思っておりますが、17ページの

具体的な記載内容が人材という観点でございますので、ぜひ国際標準推進の観点でのＯＤ

ＡやJICAとの連携に取り組んでいただきより、強力に国際標準化活動を推進していくとい

う点が重要ではないかと思っております。 

 以上です。 

○染谷委員長  ほか、よろしいでしょうか。 

 よろしければ、ほかに御発言ないようですので、私からも発言させていただきたいと思

いますが、３点申し上げたいと思います。 

 まず第１には、新技術立国の方向性については心から賛同いたします。また、冒頭、菊

川局長が強調されていたように、徹底した社会実装の実現の重要性並びにそこに向けた一

気通貫の支援の重要性についても論を待たないというように思います。 

 また、緊迫した国際情勢のもと、ミッションクリティカルな研究開発を行うための環境

整備は急務であると思います。そのためのオフキャンパスの整備並びに研究セキュリティ

の確保も重要であると考えます。これは澤田委員が強調されていたことの繰り返しになり

ますが、そのような研究セキュリティの確保や社会的な理解の促進なくして、トップ研究

者が安心してこういう研究に参画することは難しく、この環境整備というものが非常に成

果の是非に直結するものと理解します。 

 第２に、経済安全保障や国家安全保障、その関連技術の強化のためには、その苗床とな

る基礎研究の強化が重要であるという理解が進んでいると思います。その理解のもと、文

科省だけでなく、様々な省庁が基礎研究についても積極的な政府支出を検討しているとい

うことは、これは重要なことであり、大いに歓迎したいと思います。 

 第３に、調達の制度の柔軟化は大変に重要であり、これは各委員が強調していたことと

繰り返しになるところですが、これはどんどん進めていただきたいと思います。その調達
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の成果を大きくするためには、当然のことながら、需要側のニーズが開発サイドとタイム

リーに共有され、予見可能性を高めた上でニーズを反映させた開発実装が進められること

が重要であると思います。また、ＡＩによって技術進歩が加速している現状を踏まえ、課

題をハイサイクルで見直すための仕組みづくりも重要であると考えます。 

 私からは３点です。 

 それでは、事務局、関係省庁からコメントがあればお願いしたいと思います。そうしま

したら、こちらから発言の順番に指名させていただきますが、防衛省の嶺部長、何かあり

ますでしょうか。 

○嶺防衛装備庁技術戦略部部長  嶺でございます。 

 いろいろ御意見、誠にありがとうございます。何点か。まず１つは、例の経済界からの

レピュテーションリスクですか、防衛に関わる研究をやるとどうしてもその会社の評判に

いろいろと影響があるということについては非常に理解できるところではあるのですが、

我々としては、従前どおり、デュアルユースの技術というのはそもそも防民両用の性格も

あるところでありますし、あと、防衛ということ自体が国の皆さんの平和と安全、暮らし

を守ることに、ある会社の技術を使うとそれを高めることにもなるというようなことで、

それに関わることが非常に意義深いことなのだというところは我々としても発信をなるべ

くしていきたいと思っておりまして、ぜひレピュテーションリスクというものが起きない

ような形で、防衛の意義というのをよくよく発信していきたいと考えております。 

 あと、我々のほうでもスタートアップはかなりとにかく期待していると、活用しなけれ

ばいけないというところであったのですけれども、活用するに当たってということで、１

つ、上山先生からも、ベンチャーキャピタルというものをうまく、特に海外のというとこ

ろから注目してもらったり引き込むという御助言をいただきました。我々もプレゼンテー

ション資料にちょこっと書かせていただいたのですけれども、やはりスタートアップとい

うものが継続的に、何か実装できるようなものづくりをやっていこうとすると、恐らく資

金的にはちゃんと確保されないといけないということで、それはなかなか、例えば我々だ

けから出せるものでもないと思っているので、ＶＣとかにも注目いただけるような、喚起

するような施策といいますか、応援できるようなものを幾つか今考えているところでござ

いまして、ぜひ進めていきたいなと思っておるところでございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。次、内閣府からございますでしょうか。 

○原内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官  内閣府でございます。 
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 幾つか御指摘いただきました。例えば、基礎研究から社会実装に至るまでの早い段階で、

国研だけでないと思いますけれども、産業界と国研、大学の連携を進めるべきであるとか、

あるいは、基礎研究から社会実装に至るまで１チームで継続的に進めていくような体制の

整備が必要でないかという御指摘がございました。 

 テーマごとに異なると思いますけれども、私が今担当している国研について言えば、国

研、研究開発の共通のプラットフォームとして、様々なテストベッドですとか、あるいは

共用の機器といったようなものを準備させていただいてございます。こういうニーズに応

えられるように、今日は御紹介しませんでしたけれども、ＪＡＸＡのようなところも様々

な大型の設備、ほかの研究機関も多くは大型の設備を有しているということで、それが産

業界の方、それから大学の基礎研究の方にも使いやすいような場を整備していく。それか

ら、各国研、施設を整備しているだけでなくて、当然中にも研究者がいますので、そうい

う人たちを巻き込んでうまくチームがつくれるような形を今後できるように、制度改正が

必要なことがあれば進めていければと思ってございます。 

 それから、国研の研究を大学カリキュラムの中に取り込むべきという御指摘でございま

す。これも御存じのとおり、連携大学院などを進めているところでございますけれども、

今後いろいろな制度を改正していくに当たって、文科省とも協力しながら何ができるのか

といったようなことを検討していきたいと思ってございます。 

 私から以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では次に松浦審議官、お願いいたします。 

○松浦文部科学省大臣官房審議官  文科省の局長の合田の代理で出ております松浦と申

します。 

 大学の、800大学多いのではないかという御指摘ありましたけれども、まさに今、ＣＳ

ＴＩで決定されました第７期の科学技術・イノベーション基本計画におきましても、大学

規模の再編については明確に書かれております。今月の頭にその具体的内容、我々の考え

ている方向性については、文部科学省のホームページでも公表しておりますが、今、大学

入学者数が六十数万人いますけれども、2040年には46万人ぐらいまで下がっていく。こう

いうことを踏まえて、特に2035年ぐらいから急激に減っていくというところを見越して、

今から手を打たないといけないと。 

 そういう意味で、経済産業省とか、あるいは厚労省等の関係省庁とも協力をしながら、

各地域で具体的にどういう社会経済状況で人材の育成・供給を図っていくかというその認
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識を合わせながら、大学の規模の適正化を図っていく。あと、理系、成長分野への転換基

金、今年度の補正予算でも増額をして、特に首都圏、大都市圏の大規模大学の成長分野へ

の転換を図るというところもまさにこれからやろうとしておりますので、そういったとこ

ろを含めながら大学規模の適正化を図って、きちんと地域、あるいは日本社会全体に適正

な人材を供給できるように頑張っていきたいと思います。 

 あと、大学の教育の質保証のところがありましたけれども、御案内のとおり、小中段階

のように学習指導要領で縛っているわけではありません。ただ、現在、中教審において、

認証評価のあり方について改善する方向性について検討しております。新聞等でも報道さ

れておりますけれども、今までは大学単位でやっておりましたが、学科、研究科単位にそ

れを少し細分化して、その中でしっかり教育の質保証を図っていく。 

 あと、そういう制度的な担保もありますし、契約学科とか、あるいはインターンシップ

をつくっていく過程で、大学と企業と密接なコミュニケーションを図る中で必要な人材が、

社会がどのようなものを求めているのかというのを大学が認識する貴重な機会でもありま

すので、そういったところも含めてしっかり人材像を産業界と大学とすり合わせていくと

いう努力をするように、我々としても心がけていきたいと思っております。 

 以上です。 

○染谷委員長  ありがとうございます。ほか、文科省からございますでしょうか。 

 では、西條局長、お願いします。 

○西條文部科学省科学技術・学術政策局局長  ありがとうございます。途中抜けていて

申し訳ありません。ちょっと話も聞いたのでお答えさせていただきたいと思います。 

 澤田先生からありました人材育成のところにつきまして、まさに今、人材、我々のほう

の分科会のほうでも議論させていただいておりますので、こちらのほうは民間の皆様も参

加していただいて、しっかりと議論していきたい。これは本当に出口を見ての、どう変え

ていくかというところだと思っていますし、それを今までだと、大学教育だけというので

はなくて、もっと川上というのですかね、そちらからも併せてということでやらせていた

だきたいと思っております。 

 あと、波多野先生から、人材育成に民間投資というお話もいただいておりますが、これ

はまさに我々も今狙っているところでございまして、こちらについては、今、産業人材革

新事業という新しい事業も立ち上げて、これは経産省さんがやっている契約学科とも連携

しながら、しっかりと進めていきたいと考えてございます。 
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 それから、益先生、また経団連さんのほうからもございました博士人材のところ、まさ

にこの博士人材、どう増やしていくかということで、我々、2040年に３倍という結構野心

的な目標を示しつつも、今回の科学技術基本計画の中では、現状１万5,000人ぐらいのと

ころを２万人まではまず上げていきたいという目標値を掲げるとともに、それから、とに

かく出口の部分、産業界と大学側との関係、これはずっとあっちが悪い、こっちが悪いで

はないですけれども、そういう状況がある中で、今、博士課程の学生のインターンシップ

みたいな事業もして、実際やっていただくとかなり評価、お互いに評価が高いというとこ

ろもありますので、こちらのほうもしっかりと進めながら取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 上山先生のほうからございました、まさに研究開発にも官民投資ということで、これを

まさにやるためにも大学が今経産省さんのほうとやっているような経営としてしっかり向

き合えるような形につくっていく。そのための研究大学群をしっかりつくるというところ

で、我々のほうもしっかり取り組みたいと思っております。 

 それから、人材育成を国研と大学との連携、これもおっしゃるとおりで、文科省傘下の

国研でも幾つか、連携大学院組んだりとかいうところはありますけれども、これからより

キャンパスとして使っていく上では重要ではないかと考えておりますので、そういった形

で進めていきたいと思っております。 

 染谷委員長からございました、基礎研究を他省庁からも入れていくという、これは何と

なく、基礎研究というと、文科省がさわらないでくださいとやるようなイメージが取られ

ているところがあるのではないかと思うのですが、我々、今の基本計画の中の科学の再興

ということで、基礎研究力強化においても、明示的に我々の提言の中でも、他省庁さんか

らやはり入れていただく仕組み、これは官民併せてという書き方の、官にあえて他省庁と

いうところも入れて書かせていただいております。まさにこういった総力でやっていく、

そのための土台としての大学ということで考えておりますので、これは我々としてもしっ

かりと前に進めたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。続いて外務省から、花田参事官、何かございま

すでしょうか。 

○花田外務省経済局参事官  ありがとうございます。２点御意見賜りました。 

 まず、土居委員のほうから、ＯＤＡは結構ではあるけれども量的な拡充も必要なのでは
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ないかという御指摘賜りました。仰るとおり、1990年代のピーク時から比べ、ＯＤＡは、

ざっくり申し上げると約半減しております。それに加えて昨今の円安によって実質的な価

値もさらに目減りしているというのが現状ではございます。もちろん単純な数値だけでは

測れないところもございますし、そもそも国民から預かっている税金を原資とさせていた

だいておりますので、まず前提として、効率かつ効果的な実施というのが何より大事と私

どもとしても重々認識しているところでございます。他方で、量についても重要だという

御指摘も重く受け止めさせていただいて、何ぶん外務省だけで決められないところもござ

いますけれども、しっかりと取り組むように努めていきたいと思っております。 

 あと２点目として、杉村委員からも、特に国際標準等も重視してネットワーキングをし

ていくべきではないかという御指摘をいただきました。まさにそのとおりだと思っており

ます。在外公館では、スタートアップも含みますけれども、日本企業の相談窓口を設けて

おりまして、マッチング支援ですとか、場合によって特殊言語の国において、なかなか現

地の法制度を把握するのも難しいといった場合には、法制度の助言といったこともさせて

いただいています。 

 いずれにしましても、大使館、総領事館というと、一般的な印象として敷居が高くてな

かなか行けないというような印象を持たれている方々も多いかと思われますけれども、私

どもとしては、開かれた大使館、開かれた総領事館、在外公館というのを大前提として目

標に掲げておりますので、お困りのことがあれば、ぜひ遠慮なく御相談いただきたいと思

っております。引き続き、マッチング支援をはじめ、国際標準や基準認証などのスタンダ

ードづくりにも取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございます。 

○染谷委員長  ありがとうございます。では最後に経産省から菊川局長、お願いします。 

○菊川イノベーション・環境局長  本当に皆様の忌憚のない御意見をいただきましてあ

りがとうございました。 

 山ほどいただいたので、今どのようにお話しというか、事務局としてお答えすればいい

かなとずうっと考えていたのですが、漏れや不十分な点多々あると思うので、これは引き

続き御議論させていただきたいということを前提に申し上げると、まず、いろいろパーツ

はあるのですけれども、どうやってエコシステムにするのだというような話だったり、調

達のところも、結局、発注者のほうがそれをちゃんと管理できるのかという話については、

どうインテグレートするか、これは関係省庁並んで、連携というのですけれども、そんな

簡単に連携ってなかなかいかないのが実態です。これは連携するつもりがないわけでなく
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て、例えばどういうことが最近起こったかというと、個別にはやめますが、例えば防衛省

さんが研究開発でいろいろと、これやったらいいねとやっていただいたものが、今度、

我々のＮＥＤＯなんかの次のフェーズの研究開発に来たときに、すごいのだけれども、落

ちたりするのですね。 

 何で落ちるかというと、見ている視点が、デュアルユースなのだけれども違うので、こ

っちに、ＮＥＤＯ側に来たとき、そんなマーケットないでしょとなってしまうと落ちてし

まうみたいなことで、双方が連動というか、そのマーケット、いわゆるデュアルユースの

官需と民需と両方仮にあるとすると、そこを一体的に見ていないので、はまらないという

ことが実態として起こっていて、それはお互い、どのように連動させるかという、行き来

していくという話があって、それが多分うまくつながっていくとエコシステムの一つにな

るのだろうなと思っていたので、これは実際の制度とか運用に落としていったときの工夫

をどうやったらいいかということがすごく大事だなというのを今日改めて感じさせていた

だいたので、ここをしっかりやりたいと思います。 

 それは今日幾つかの、教員の例えば評価のあり方とかカリキュラムどうするのだという

ことも同じで、例えば標準化活動というものに参加しても、大学の教員の先生方って、評

価に当たらないのですね。評価されないというよりも、評価される項目に入っていないの

で、我々が大学の教員の先生方に国際標準の交渉に行ってくださいといっても、下手する

と旅費も出ないしみたいなことになることがあります。これを申し上げたら、某私立大学

の学長先生はすぐに評価に入れていただいて、標準活動を評価に入れますと言って、標準

活動については旅費も出すし評価もするとやっていただいたのですけれども、国研もそう

です、産総研もやっていただいたのですが、こういう評価のあり方を変えないと人の行動

も変わらないなというところで、これも１つ、どう組み込んでいくかというのが大事かな

と思いました。 

 官公需のところで、本当に市場の目利きがあるのかというところは、これも多分工夫で、

いわゆるマッチングというか、やはり民間が出したところとのマッチングしたところに出

していくというような仕組みを入れないと多分だめなのだろうなと感じています。 

 また、技術で勝ってビジネスでというのは、技術があればビジネスでも勝てるのかとい

う、何か必要条件で十分条件みたいになっていないかというのは、それはおっしゃるとお

りで、だからこそ、さっき申し上げたような技術の段階、やっている段階からどうやって

マーケットと対話するかという仕組みを、さっきの防衛省と経産省がうまく連動しなかっ
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たり、これはだから両方の市場が見えていないからそうなったということだと思うので、

それをどう制度的に落とし込んでいくかということが大事だと思いました。 

 それと、大野先生からも技術インテリジェンスのところがありましたけれども、これは

我々もすごく、今、トライアル＆エラーでやっているところですけれども、例えばＪＳＴ

なんかの技術インテリジェンス能力というのはすごく高くて、すごくやっていらっしゃる

のですね。ＮＥＤＯもやっています。みんなやっているのですけれども、これが統合され

ていないので、それを統合していく仕掛け、これはＣＳＴＩで今回も国家戦略技術領域つ

くっていただいたわけですけれども、ああいったところに統合していく仕組み、これは実

際研究開発税制の中で、我々も重点技術領域というのは国家戦略技術領域、ＣＳＴＩにま

とめていただいたものを使うことにしておりますけれども、そういうことで連動していく

必要があるなと思いました。 

 それとあと、上山先生からスタートアップ、どこを目指していくかというところについ

ては、私は、これまたぜひ議論させていただければと思いますけれども、もちろんサプラ

イチェーンの補完していくような日本ならではのあり方というのもあると思いますが、今

例えば益先生とやらせていただいている量子コンピュータの世界でも、いわゆるハードの

ところは取れるのだけれども、ミドルウェアなんかは、昔のＯＳのように、ここは自分た

ちで取りたいというようなスターターもいるのです。取りにいって、世界からお金集めて

やろうとしている人たちもいるので、これをはなから、分野によってあきらめるべきでも

ないなと思っています。 

 それと、すごい大事なのは、今日、益先生もおっしゃった、これを例えば、いわゆるデ

ジタル主権だとかデータのところだとか、そういったところと連動して、全体としてどう

いう絵になるのだというところは、今日幾つか委員の方々からもあったので、これは鋭い

指摘をいただきましたので、ぜひ中でも議論したいと思います。 

○染谷委員長  ありがとうございます。本日は、皆様から貴重なコメントをいただき、

御礼申し上げます。 

○武田イノベーション・政策課長  本日はありがとうございました。 

 本日の議事録については事務局で作成し、追って関係者の方に御確認いただきます。ど

うもありがとうございました。 

○染谷委員長  委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきましてあり

がとうございます。それでは、本日は以上で閉会といたします。ありがとうございました。 
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